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市
に
は
、
情
報
公
開
に
関
す
る
２
つ
の
条
例
が
あ
り
ま
す
。
市
の
持
っ
て
い

る
情
報
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
公
開
す
る
た
め
の
「
公
文
書
公
開
条
例
」
と
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め
の「
個
人
情
報
保
護
条
例
」

で
す
。
こ
れ
ら
は
、
市
民
参
加
に
よ
る
開
か
れ
た
市
政
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め

に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
条
例
の
内
容
と
実
施
状
況
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
公
文
書
の
公
開
を
求
め
る
権
利
を
明
ら
か

に
し
、
公
文
書
を
公
開
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
。

利
用
で
き
る
人
は

▼
市
内
に
住
ん
で
い
る
方

▼
市
内
に
事
業
所
な
ど
が
あ
る
方
や
法
人
な
ど

▼
市
内
に
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
方

▼
市
に
利
害
関
係
が
あ
る
方

※
こ
れ
ら
以
外
の
方
の
請
求
に
も
応
え
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

公
開
さ
れ
る
情
報
は

　

　

市
の
機
関
（
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委
員
会
、
監

査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
議
会
）
の
職
員
が
、

職
務
上
作
成
ま
た
は
取
得
し
た
公
文
書
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

公
開
で
き
な
い
情
報
も
あ
り
ま
す

　

公
文
書
は
公
開
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
も
の
や
、
法
人
な
ど
の
事
業
活
動
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
な
ど
は

非
公
開
に
な
り
ま
す
。

◎　倉知地内の農業振興地域除外申請に関する書類（２件）【公開（１件）
部分公開（１件）】

◎　農用地利用計画の変更案に係る縦覧の変更理由書及び異議申出書【公
開】

◎　平成２２年度に倉知地内で都市計画法第２９条に係る開発許可申請が
出されたもののうち、開発許可申請書、設計説明書等の書類（３件）【部
分公開（３件）】

◎　倉知地内における農地法第５条の許可申請書【部分公開】
◎　関農業振興地域整備計画の変更に関する意見書の解答【公開】
◎　平和橋補修工事　当初計画書・変更設計書【公開】
◎　東山地内の住宅開発についての資料【部分公開】
◎　平成２１年度関地区農業振興地域除外申請書【公開】
◎　住民監査請求書及び監査結果に関する書類【部分公開】
◎　平成２２年度の道の駅の指定管理者に係る指定管理料、売上収支報告

書等【公開】
◎　境界立会報告書【公開】
◎　中池公園陸上競技場整備工事に係る指示協議書等（２件）【部分公開（２

件）】
◎　養護訓練センター等のボーリング調査結果のうち柱状図及び調査位置

図（３件）【不存在（３件）】
◎　平成２３年度倉知地内の土地開発事業事前協議書【部分公開】
◎　保健センター等のボーリング調査結果のうち柱状図及び調査位置図

（２件）【公開（２件）】
◎　平成２１年４月から平成２３年１２月までにおける司法書士による戸

籍謄本等の請求書の写し【非公開】
◎　平成２３年執行関市長選挙　選挙運動費用収支報告書の写し【公開】
◎　平成２１年度までの公立保育園音楽リズム指導事業業務委託に関する

書類【部分公開】

◎　母子保健ファイル【部分開示】

※「部分公開」とは、文書の中に個人情報などが含まれている場合にその
部分を除いて公開することです。「不存在」とは、請求された文書が存在
しない場合です。

公
文
書
公
開
条
例

公
文
書
公
開
制
度
と

個
人
情
報
保
護
制
度

平成２３年度関市公文書公開の実施状況

平成２３年度関市個人情報の
開示等の実施状況

１　請求者別の請求状況

４　公開請求に対する決定をした文書【決定状況】

３　開示等の決定状況および不服申立て状況

４　開示等の請求に対する決定をした文書【決定状況】

２　実施機関別の請求状況

２　実施機関別の請求状況

３　公開決定状況および不服申立て状況

１　請求者別の請求状況

区　分 市内在住者 その他 合　計

件　数 １７ ８ ２５

区分 開示 部分開示 非開示
訂正・削除・
差止決定

訂正・削除・
差止拒否決定

不存在
不服申立て

申請

件数 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０

実施機関 請求の区分 件数

市　長 市民環境部 開　示 １

区　分 市内在住者 その他 合計

件

数

開　示 １ ０ １

訂　正 ０ ０ ０

削　除 ０ ０ ０

差止め ０ ０ ０

実施機関 件数

市 

長

総務部 １

福祉部 ２

市民環境部 ２

経済部 ７

建設部 ７

教育委員会 ３

選挙管理委員会 １

監査委員 １

農業委員会 １

合　計 ２５

区分 公開 部分公開 非公開 不存在 不服申立て申請

件数 １０ １１ １ ３ ０
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よ
り
開
か
れ
た
市
政
を
め
ざ
し
て
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ご存じ

ですかですか
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こ
の
条
例
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
自
分
の
個
人
情
報

の
開
示
を
求
め
る
権
利
を
保
障
し
、
個
人
情
報
の
適
正

な
取
り
扱
い
を
定
め
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
は
適
正
に
維
持
管
理
し
ま
す

  

市
が
持
っ
て
い
る
個
人
情
報
は
、
他
人
に
漏
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
管
理
し
ま
す
。
ま
た
、
不
必
要
な
個

人
情
報
は
速
や
か
に
廃
棄
し
ま
す
。

個
人
情
報
の
収
集
の
制
限

　

　

市
は
個
人
情
報
を
、

▼
事
務
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で

▼
目
的
を
明
ら
か
に
し
て

▼
適
法
、
公
正
な
方
法
で

▼
原
則
と
し
て
、
本
人
か
ら
直
接
収
集
し
ま
す
。

自
分
の
個
人
情
報
が
チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す

▼
自
分
の
情
報
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
い
と
き→

【
開
示
請
求
】

▼
自
分
の
情
報
に
誤
り
が
あ
る
と
き

→
【
訂
正
請
求
】

▼
市
が
決
め
ら
れ
た
手
続
に
違
反
し
て
、

　

情
報
を
収
集
し
た
と
き

→
【
削
除
請
求
】

▼
市
が
決
め
ら
れ
た
手
続
に
違
反
し
て
、

　

情
報
を
利
用
し
て
い
る
と
き

→
【
差
止
請
求
】

個
人
情
報
保
護
条
例
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